
国立大学法人琉球大学工事請負契約要領

平成１６年４月１日

制 定

第１章 一般事項

（趣旨）

第１条 琉球大学における施設整備に伴う工事（以下「工事」という。）に関する請負契

約関連事務については、国立大学法人琉球大学会計規則、その他関連規程及びこれらに

基づく他の定め（以下「会計規則等」という。）によるもののほか、この要領の定める

ところによる。

（工事請負契約基準及び競争加入者心得）

第２条 工事の入札・契約においては、本要領別記第１号の「国立大学法人琉球大学工事

請負契約基準」 及び別記第２号の「競争加入者心得について」を適用するものとする。

ただし、その一部についてこれにより難い場合は、当該部分を除外することができる。

２ 「国立大学法人琉球大学工事請負契約基準」の運用については、「文部科学省発注工

事請負等契約規則の一部を改正する訓令の制定について」(会計課長通知２２文科会第

８２７号 平成２３年３月３１日）、「文部科学省発注工事請負等契約規則の一部を改

正する訓令の運用について」（会計課長・文教施設企画部長通知２２文科会第９０５号

平成２３年３月３１日）の該当する事項を準用するものとする。

（入札・契約等における消費税等の取扱い）

第３条 工事の入札・契約等における消費税及び地方消費税の取扱いについては、「消費

税及び地方消費税の税率の改正に伴う文教施設整備に係る入札・契約等の取扱いについ

て」（文教施設企画部長通知２５文科施第２９０号 平成２５年１０月８日）を準用す

るものとする。

なお、同通知中、「会計法令」及び「予算決算及び会計令」をそれぞれ「会計規則等」

と読替えるものとする。

（入札・契約の過程、内容等に関する情報公表）

第４条 工事の入札・契約における過程、内容、入札結果等に関する情報の公表について

は、「工事における入札及び契約の過程並びに契約の内容等に関する情報の公表につい

て」（文教施設企画部長・会計課長通知１９文科施第２２３号 平成１９年９月１９日）、

「『工事における入札及び契約の過程並びに契約の内容等に関する情報の公表について』

の運用について」（契約情報室長事務連絡 平成２２年６月２２日）、設計・コンサル

ティング業務における入札・契約における過程、内容、入札結果等に関する情報の公表

については、「設計・コンサルティング業務における入札及び契約の過程並びに契約の

内容等に関する情報の公開について」（文教施設企画部長・会計課長通知１９文科施第

２２４号 平成１９年９月１９日）を準用するものとする。この場合、入札結果の公表



については、文部科学省文教施設企画部の建設工事等に係る入札結果等の公表システム

を利用することができるものとする。

なお、同通知中、「会計法」及び「予算決算及び会計令」をそれぞれ「会計規則等」、

「契約担当官等」を「本学」並びに「官職」を「役職」と読替えるものとする。

（建設資材の価格変動等に伴う契約の変更）

第５条 建設資材の価格変動に伴う契約の変更については、「建設資材の価格変動に伴う

工事請負契約の変更について」（管理局長会計課長通知文管約第１４５号 昭和５５年

３月２９日）を準用するものとする。

なお、同通知中、「契約担当官等」を「本法人」と読替えるものとする。

（公正入札調査委員会の設置等）

第６条 工事及び設計・コンサルティング業務の入札の適正を期し、公正取引委員会との

連携を図りつつ、入札談合に関する情報に対して的確な対応を行うため、公正入札調査

委員会を設置するものとする。

なお、入札談合に関する対応等については、「談合情報等への対応について」（文教

施設企画部長通知２３文科施第３７６号 平成２３年９月３０日）を準用するものとす

る。

２ 公正入札調査委員会に関し必要な事項は、別に定める。

（工事関係保険）

第７条 工事の契約を締結するとき、受注者に工事目的物、工事材料又は貸与品について

生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害を保険によって補填するために火災保

険、建設工事保険等の付保を求めるときの取扱いについては、「工事関係保険について」

（文教施設部長通知文施指第４９号 平成１２年３月３１日）を準用するものとする。

なお、同通知中、「契約担当官等」を「本法人」と読替えるものとする。

（工事名称の表示について）

第８条 工事内容を適切かつ簡明に表示することにより事務処理の円滑な実施を図るた

め、工事名称の表示方法については、「工事名称の表示について」（監理室長通知４施

指第９号 平成４年２月１４日）を準用するものとする。

（現場説明書書式）

第９条 工事の契約に係る現場説明書の書式については、「現場説明書書式について」（監

理室長通知１２施指第８号 平成１２年３月３１日）、設計・コンサルティング業務の

契約に係る現場説明書の書式については、「設計業務委託現場説明書書式について」（監

理室長通知１５施施企第４号 平成１５年４月１４日）、工事監理業務の契約に係る現

場説明書の書式については、「工事監理業務委託現場説明書書式について」（契約情報

室長通知１９施施企第３９号 平成２０年３月３１日）を準用するものとする。

なお、同通知中、「会計法」を「会計規則等」、「国庫」を「琉球大学」、「支出負担行



為担当官」を「学長」、「歳入歳出外現金出納官吏」及び「政府保管有価証券取扱主任

官」を「出納責任者」並びに「官職」を「役職」と読替えるものとする。

（未完成工事に係る請負代金債権の債権譲渡の承諾に係る事務取扱）

第１０条 未完成工事に係る請負代金債権の債権譲渡については、「未完成工事に係る請

負代金債権の譲渡を活用した融資制度について」（国土交通省総合政策局長通知国総振

第１３０号 平成１４年１月２８日）に配慮し、「下請セーフティネット債務保証事業

による工事請負代金債権の譲渡を活用した融資制度について」（文教施設企画部長・会

計課長通知２０文科施第３４６号 平成２０年１１月４日）、「下請セーフティネット

債務保証事業による工事請負代金債権の譲渡を活用した融資制度の事務取扱いについ

て」（文教施設企画部施設企画課契約情報室長通知２０施施企第２１号 平成２０年１

１月４日）、「地域建設業経営強化融資制度について」（文教施設企画部長・会計課長通

知２０文科施第３４５号 平成２０年１１月４日）、「地域建設業経営強化融資制度に

係る事務取扱いについて」（文教施設企画部施設企画課契約情報室長通知２０施施企第

２０号 平成２０年１１月４日）、を準用するものとする。

なお、同通知中、「文部科学省発注工事請負等契約規則」を「会計規則等」、「契約担

当官等」及び「支出負担行為担当官」を「学長」と読替えるものとする。

（工事の設計、積算及び施工等について）

第１１条 工事の設計、積算及び施工については、「官庁営繕関係基準類等の統一化に関

する関係省庁連絡会議」において、中央省庁統一の基準として決定された官庁営繕関係

技術基準類等統一基準、文部科学省特記基準等を準用するものとする。

（工事における数量公開について）

第１２条 工事における数量の公開については、「工事における数量公開について」（文

教施設企画部施設企画課契約情報室長通知１９施施企第１３号 平成１９年９月１９

日）を準用するものとする。

なお、同通知中、「文部科学省発注工事請負等契約規則」を「会計規則等」と読替え

るものとする。

（違約金について）

第１３条 政府調達に関する協定の適用を受ける建設工事における違約金については、「政

府調達に関する協定の適用を受ける建設工事における違約金の加重要件に関する条項に

ついて」（文教施設企画部長通知２９文科施第３７９号 平成３０年３月２０日）を準

用するものとする。

第２章 入札

（条約の遵守）

第１４条 「政府調達に関する協定」（条約第２３号 平成７年１２月８日）、「『政府調



達に関する協定』の適用対象となる建設工事等の手続きについて」（文教施設企画部施

設企画課長通知２３施施企第１号平成２３年４月１日）を遵守するものとする。

（閣議了解事項等の遵守）

第１５条 「公共事業の入札・契約手続の改善に関する行動計画について」（閣議了解平

成６年１月１８日）、「公共工事の品質確保の促進に関する施策を総合的に推進するた

めの基本的な方針」(閣議決定平成１７年８月２６日)、「公共工事の入札及び契約の適

正化を図るための措置に関する指針」(閣議決定)を遵守し、「『公共事業の入札・契約

手続の改善に関する行動計画』運用指針について」（文教施設部長通知国施第２７号

平成８年７月１９日）、「公共工事等における入札契約の改善等について」（文教施設企

画部長・会計課長通知１７文科施第３６３号 平成１８年１月３１日）を準用するもの

とする。

（入札方式）

第１６条 一般競争入札方式を実施する場合は、「一般競争入札方式の実施について」（文

教施設部長通知文施指第７０号 平成６年８月１日）、「一般競争入札方式の手続につ

いて」（文教施設部指導課監理室長通知７施指第２７号 平成７年５月２２日）、「一般

競争入札方式の拡大について」（文教施設企画部長通知１７文科施第３５１号 平成１

８年１月２４日）、「一般競争入札方式の拡大に伴う手続きについて」（文教施設企画部

施設企画課契約情報室長通知１７施施企第２２号平成１８年１月３０日）、「一般競争

入札方式において競争参加資格として用いる『一定の点数』について」（文教施設部指

導課監理室長通知７施指第１８号 平成７年３月３１日）を準用するものとする。

なお、同通知中、「予算決算及び会計令」を「会計規則等」、「支出負担行為担当官」、

「契約担当官等」を「学長」と読替えるものとする。

２ 工事希望型競争入札方式を実施する場合は、「工事希望型競争入札方式の実施につい

て」（文教施設企画部長通知１７文科施第３５２号 平成１８年１月２４日）を準用す

るものとする。

なお、同通知中、「支出負担行為担当官」を「学長」と読替えるものとする。

３ 総合評価落札方式入札を実施する場合は、「琉球大学における施設整備に関わる総合

評価審査委員会設置要項」(平成１９年４月１２日制定)、「総合評価落札方式の実施方

針について」（文教施設企画部長通知１９文科施第７１号 平成１９年５月１０日）、「工

事に関する入札に係る総合評価落札方式について」（文教施設部長通知国指第２０号

平成１２年３月３１日）、「総合評価落札方式の実施について」（文教施設企画部長通知

１７文科施第１３号 平成１７年４月１２日）、「総合評価落札方式の実施に伴う手続

きについて」（文教施設企画部施設企画課契約情報室長通知１７施施企第２０号 平成

１８年１月２４日）、「工事に関する入札に係る総合評価落札方式の性能等の評価方法

について」（文教施設企画部施設企画課契約情報室長通知１７施施企第２３号 平成１

８年２月１日）を準用するものとする。

４ 簡易型総合評価落札方式入札を実施する場合は、「琉球大学における施設整備に関わ

る総合評価審査委員会設置要項」(平成１９年４月１２日制定)、「簡易型総合評価落札



方式の実施に伴う手続きについて」（文教施設企画部施設企画課契約情報室長通知１７

施施企２１号 平成１８年１月２４日）を準用するものとする。

（入札執行回数）

第１７条 工事の入札執行回数については、「文教施設整備事業における入札執行回数に

ついて」（文教施設部指導課監理室長通知９施指第１６号 平成９年３月３１日）を準

用するものとする。

なお、同通知中、「予算決算及び会計令」を「会計規則等」と読替えるものとする。

（入札金額の内訳書の提出）

第１８条 入札金額に対応する内訳書の提出については、「入札金額の内訳書の提出及び

取扱いについて」(文教施設企画部施設企画課契約情報室長通知１９施施企第１６号

平成１９年９月１９日）を準用するものとする。

（工事費内訳書の提出期限等）

第１９条 工事費内訳書の提出期限等については、「工事費内訳書の提出期限等について」

（文教施設企画部施設企画課契約情報室長通知１７施施企第９号 平成１７年８月２６

日）を準用するものとする。

（契約保証金の額）

第２０条 工事の契約保証金の額については、「一般競争入札対象工事における契約保証

金について」（文教施設部長通知１３文科施第３２７号 平成１３年１２月２７日）を

準用するものとする。

なお、同通知中、「文部科学省発注工事請負等契約規則」を「会計規則等」と読替え

るものとする。

（競争参加資格等審査委員会の設置）

第２１条 工事の競争入札等における競争参加資格の審査等を審議するため、競争参加資

格等審査委員会を設置するものとする。

２ 競争参加資格等審査委員会に関し必要な事項は、別に定める。

（総合評価審査委員会の設置）

第２２条 工事の総合評価落札方式入札等における審査・評価等を審議するため、総合評

価審査委員会を設置するものとする。

２ 総合評価審査委員会に関し必要な事項は、別に定める。

（入札監視委員会の設置）

第２３条 工事の入札・契約の課程並びに契約の内容について、第三者の意見を適切に反

映する方策を講ずるため、入札監視委員会を設置するものとする。

２ 入札監視委員会に関し必要な事項は、別に定める。



（苦情処理の手続）

第２４条 工事の入札・契約の過程に係る苦情処理の手続については、「工事等における

入札・契約の過程に係る苦情処理の手続について」（文教施設企画部長通知１８文科施

第１８５号 平成１８年７月１３日）を準用する。

なお、同通知中、「支出負担行為担当官」を「学長」、「文教施設企画部長」を「施設

運営部長」と読み替えるものとする。

２ 建設工事及び設計・コンサルティング業務の請負契約に関する指名停止等措置に係る

苦情処理手続き要領については、「指名停止等措置に係る苦情処理手続要領について」

（文教施設企画部長通知１８文科施第１８１号 平成１８年７月１３日）を準用するも

のとする。

なお、同通知中、「支出負担行為担当官」を「学長」、「文教施設企画部長」を「施設

運営部長」と読み替えるものとする。

（電子入札方式の実施）

第２５条 電子入札方式を実施する場合は、文部科学省の電子入札システムを利用する。

また、利用に際しては文部科学省認証局官職証明書利用規約、文部科学省電子入札シ

ステム運用基準、文部科学省電子入札システム利用規程(発注者用)によるものとする。

第３章 随意契約

（随意契約方式の運用）

第２６条 国立大学法人琉球大学会計実施規程第３８条第１項第１号の規定による、工事

における随意契約方式の運用については、「工事請負契約における随意契約方式の的確

な運用について」（文教施設部長通知文施監第６７号 昭和５９年１１月２７日）、工

事における随意契約のガイドラインについては、「工事請負契約における随意契約のガ

イドラインについて」（文教施設部指導課監理室長通知１１施指第４号 平成１１年１

月２０日）、物品等又は特定役務の調達手続きの特例については、「国の物品等又は特

定役務の調達手続の特例を定める政令第１３条第１項の規定による随意契約について」

（会計課長通知文会総第１６の３号 平成８年３月１日）を準用するものとする。

なお、同通知中、「会計法令」及び「予算決算及び会計令」を「会計規則等」と読替

えるものとする。

第４章 競争参加資格審査

（指名基準）

第２７条 国立大学法人琉球大学会計実施規程第３６条第１項に規定する基準について

は、「指名基準」（文部科学大臣決定 平成１３年１月６日）、「予算決算及び会計令第

９６条第１項の規定による競争に参加するものを指名する場合の基準の運用について」

(文教施設企画部長通知１９文科施第４６１号 平成２０年３月７日)、「競争参加資格



確認資料における同種工事の施工実績等の取扱いについて」(文教施設部施設企画課監

理室長事務連絡 平成１５年１月２０日)を準用するものとする。

なお、同通知中、「予算決算及び会計令」を「会計規則等」、「契約担当官等」を「学

長」と読み替えるものとする。

（工事及び設計・コンサルティング業務に係る一般競争参加者の資格を持つ者として認

めるもの）

第２８条 文部科学省における「競争参加者の資格に関する公示（文部科学省大臣官房文

教施設部長）（官報公示）」による手続きにおいて「一般競争（指名競争）参加資格認

定通知書」を受けた者は、琉球大学における工事及び設計・コンサルティング業務の一

般競争（指名競争）参加資格者として認めるものとする。

（共同企業体等）

第２９条 共同企業体等の取扱いについては、「共同企業体等の取扱いについて」（文教

施設部長・会計課長通知１４文科施第２５２号 平成１４年１１月１５日）、「『共同企

業体等の取扱いについて』の事務処理について」（文教施設企画部施設企画課契約情報

室長通知１８施施企第６３号 平成１９年３月１５日）、「文部科学省所管の発注工事

における特定建設工事共同企業体の運用について」（文教施設企画部施設企画課契約情

報室長通知１８施施企第６号 平成１８年６月１３日）、共同企業体に係る同種工事経

験等の取扱いについては、「一般競争入札方式等における共同企業体に係る同種工事経

験等の取扱いについて」（文教施設部施設企画課監理室長通知１３施施企第４２号 平

成１４年２月１９日）を準用するものとする。

なお、同通知中、「予算決算及び会計令」、「文部科学省発注工事請負等契約規則」

を「会計規則等」と、「支出負担行為担当官」を「学長」と読替えるものとする。

（指名停止）

第３０条 工事の契約に係る指名停止等の措置要領については、「建設工事の請負契約に

係る指名停止等の措置要領における書面等による警告又は注意の取り扱い」(施設運営

部長裁定 平成１９年８月２４日)及び「建設工事の請負契約に係る指名停止等の措置

要領について」（文教施設企画部長通知１７文科施第３４５号 平成１８年１月２０日）、

「特定建設工事共同企業体の構成員の一部が指名停止措置を受けた場合の取扱について」

（文教施設企画部施設企画課契約情報室長通知１８施施第７号 平成１８年６月１３

日）、設計・コンサルティング業務に係る指名停止等の取扱いについては、「設計・コ

ンサルティング業務の請負契約に係る指名停止等の取扱いについて」（文教施設企画部

長通知１７文科施第３４６号 平成１８年１月２０日）を準用するものとする。

なお、同通知中、「支出負担行為担当官」及び「文部科学省大臣官房文教施設企画部

長」をそれぞれ「学長」と読替えるものとする。

（競争参加資格及び基準等の公表）

第３１条 競争参加資格及び基準等の公表については、「工事に係る競争参加資格及び基



準等に関する事項の公表について」（文教施設部長通知１３文科施第６３号 平成１３

年５月３１日）を準用するものとする。

なお、同通知中、「予算決算及び会計令」、「文部科学省発注工事請負等契約規則」を

「会計規則等」と読替えるものとする。

第５章 前払金の支払い

（適用法令）

第３２条 工事の前払金の支払に関しては、「公共工事の前払金保証事業に関する法律」

（昭和２７年法律第１８４号）（以下「前払金保証法」という。）及び政令を適用する

ものとする。

（公共工事の代価の前金払）

第３３条 国立大学法人琉球大学会計実施規程第５３条第２項に規定する前払金について

は、前払金保証法第２条第４項に規定する保証事業会社により前金払の保証がされた同

条第１項に規定する工事の代価の前金払の範囲及び割合は、次の各項、各号に掲げると

おりとする。

２ 工事における前払金について、以下の各号の規定によるものとする。

(1) 一件の請負代金が５００万円以上の工事において、工期が６０日以上を要し、当該

工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費（当該工事において償却され

る割合に相当する額に限る。）、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補

償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費とする。

(2) 請負代価の１０分の４以内とする。ただし、前金払をした後において、請負代価を

減額した場合は、当該前金払の額を超えない範囲内において、改定請負代価の１０分

の５以内とする。

３ 設計又は調査における前払金については、以下の各号の規定によるものとする。

(1) 一件の請負代価が５００万円以上の工事の設計又は調査において、業務期間が６０

日以上を要し、当該設計又は調査の材料費、労務費、外注費、機械購入費（当該設計

又は調査において償却される割合に相当する額に限る。）、動力費、支払運賃及び保

証料に相当する額として必要な経費とする。

(2) 請負代価の１０分の３以内とする。ただし、前金払をした後において、請負代価を

減額した場合は、当該前金払の額を超えない範囲内において、改定請負代価の１０分

の４以内とする。

４ 測量における前払金については、以下の各号の規定によるものとする。

(1) 一件の請負代価が５００万円以上の測量において、業務期間が６０日以上を要し、

当該測量の材料費、労務費、外注費、機械器具の賃借料、機械購入費（当該測量にお

いて償却される割合に相当する額に限る。）、動力費、交通通信費、支払運賃、修繕

費及び保証料に相当する額として必要な経費とする。

(2) 請負代価の１０分の３以内とする。ただし、前金払をした後において、請負代価を

減額した場合は、当該前金払の額を超えない範囲内において、改定請負代価の１０分



の４以内とする。

（公共工事の代価の中間前金払）

第３４条 前条に規定する前払金以外の中間前払金については、前払金保証法第２条第４

項に規定する保証事業会社により中間前金払の保証がされた同条第１項に規定する公共

工事の代価の中間前金払の範囲、割合及び支払いの条件については、次の各号に掲げる

とおりとする。

(1) 中間前払金を実施できる範囲は、一件の請負代金が１，０００万円以上で、かつ、

工期が１５０日以上の工事において、当該工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、

機械購入費（当該工事において償却される割合に相当する額に限る。）、動力費、支

払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要

な経費とする。

(2) 中間前払金を実施できる割合は、請負代価の１０分の２以内とする。

(3) 支払いの条件は、工期の２分の１を経過し、かつ、工程表によりその時期までに実

施すべき工事が行われていること、又は工事の進捗額が当該契約額の２分の１以上で

あることとする。

（国庫債務負担行為に基づく契約の場合の前払金等）

第３５条 国庫債務負担行為に基づく前払金については、前払金保証法第２条第４項の規

定による保証事業会社により前金払の保証がされた国庫債務負担行為に基づく公共工事

の代価の前金払い等の範囲、割合及び支払いの条件については、次の各号に掲げるとお

りとする。

(1) 前金払いは、国庫債務負担行為に基づく契約額について、各年度の支払計画に応ず

る各年度の工事出来高予定額による年割額を定め、各年度毎の当該予定額に毎年度文

部科学大臣が財務大臣に協議して定める前金払の割合に乗じた額について、各年度ご

とについてするものとする。ただし、契約を締結した年度の次年度以降の分について、

前年度における国庫債務負担行為に係る支出予算の繰越額がある場合の前金払の支払

時期は、当該支出予算の繰越額に相当する部分の事業が完成した後においてするもの

とする。

(2) 国庫債務負担行為に基づく契約について、前払保証期間が２事業年度にわたり、１

５か月を超えない場合で、かつ、当該期間について前払保証がなされている場合にお

いては、第１年次の支出予算の範囲内で契約年度において、当該保証期間における工

事完成予定額に、毎年度文部科学大臣が財務大臣と協議して定める前金払の割合を乗

じた額についてすることができるものとする。

(3) 国庫債務負担行為に基づく契約にかかる工事代金の部分払いについても、第２項の

規定により部分払することができるものとする。

(4) 法人における支出予算の繰越手続規程による公共工事の繰越明許費に係る翌年度に

わたる債務の負担に係る契約についても、この取扱いに準じて取扱うものとする。

２ 契約により、工事の請負契約に係る既済部分に対し、その完済前に代価の一部を支払

う必要がある場合における当該支払金額は、その既済部分に対する代価の１０分の９を



こえることができない。ただし、性質上可分の工事の請負契約に係る完済部分にあって

は、その代価の全額までを支払うことができる。

（国庫債務負担行為に基づく契約事務取扱手続き）

第３６条 国庫債務負担行為に基づく契約事務の取扱い及び手続きについては、「国庫債

務負担行為に基づく契約事務の取扱いについて（管理局長通知省施第１５号 昭和３９

年８月２５日）」の規定を準用するものとする。

（工事既済部分出来形査定要領）

第３７条 本要領の別記第１号、琉球大学工事請負契約基準第３７の規定による部分払を

行う場合の出来形査定については、「工事既済部分出来形査定要領の改訂について」（文

教施設部長通知文施指第４７号 平成３年３月２５日）を準用するものとする。

第６章 中小建設業者の受注機会の確保

（適用法令）

第３８条 工事においては、「中小企業基本法」（昭和３８年法律第１５４号）並びに「官

公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」（昭和４１年 法律第９７号）

及びこれらに基づく政令を適用するものとする。

（閣議決定事項の遵守）

第３９条 前条を受け、毎年度閣議決定される中小企業者に関する国等の契約の方針を遵

守するものとする。

（中小建設業者の受注機会の確保）

第４０条 中小建設業者の受注機会の確保については、「中小・中堅建設業者の受注機会

の確保対策について」（文教施設部長通知文施指第９６号 平成１１年７月１日）、「中

小・中堅建設業者の受注機会の確保対策について」（文教施設部指導課監理室長通知１

１施指第１４号 平成１１年３月３１日）、「中小・中堅建設業者の受注機会の確保対

策に関する手続の運用について」（文教施設部指導課監理室長通知１１施指第１９号

平成１１年３月３１日）を準用するものとする。

（「建築一式」として資格を付与された者の取扱い）

第４１条 一般競争（指名競争）参加資格者名簿のうち「建築一式」として資格を付与さ

れた者についての取り扱いは、「『建築一式』として資格を付与された者の取扱いにつ

いて」（管理局長通知文施約第５８号 昭和３８年８月１日）を準用するものとする。

第７章 工事の発注情報及び適正な施工体制確保

（適用法令）



第４２条 工事については、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」（平

成１２年法律第１２７号）（以下「適正化法」という。）、「公共工事の品質確保の促進

に関する法律」(平成１７年３月３１日法律第１８号)及びこれに基づく政令、さらに「公

共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針」（閣議決定）を適用す

るものとする。

（規程の準用）

第４３条 工事については、「工事に係る発注の見通しに関する事項の公表について」（文

教施設部長通知１３文科施第５号 平成１３年４月６日）を準用するものとする。

なお、同通知中、「支出負担行為担当官」を「学長」と読替えるものとする。

ただし、公表の時期及び期間等について、学長が必要と認めた場合は、同規定の一部

を適用しないことができるものとする。

（適正な施工体制の確保等）

第４４条 工事現場における適正な施工体制の確保等については、「工事現場における適

正な施工体制の確保等について」（文教施設部長通知１３文科施第６２号 平成１３年

５月３１日）を準用するものとする。

（施工体制の点検要領）

第４５条 工事現場における施工体制の点検については、「工事現場における施工体制の

点検要領の運用について」（監理室長通知１３施施企第３４号 平成１４年１月２４日）

を準用するものとする。

なお、同通知中、「契約担当官」を「学長」と読替えるものとする。

（技術検査）

第４６条 技術検査の実施については、「技術検査要領の制定について」（文教施設企画

部長通知１８文科施第６２５号 平成１９年３月２９日）、「技術検査要領の運用につ

いて」（文教施設企画部施設企画課契約情報室長通知１８施施企第６７号 平成１９年

３月２９日）、「『工事監督技術基準』及び『工事検査技術基準』について」（文教施設

企画部長通知２２文科施第７２６号 平成２３年３月３１日）を準用するものとする。

また、技術検査は、本要領別記第１号第３１第２項で規定する「検査職員」が行うも

のとする。

なお、同通知中、「支出負担行為担当官」を「学長」、「官職氏名」を「役職氏名」と

読替えるものとする。

（工事成績評定要領）

第４７条 工事成績評定については、「工事成績評定要領の改正について」（文教施設部

長通知１９文科施第３７０号 平成２０年１月１７日）を準用するものとする。

なお、同通知中、「文部科学省発注工事請負等契約規則」を「会計規則等」、 また「支

出負担行為担当官」を「学長」と読替えるものとする。



（工事成績評定実施要領）

第４８条 工事成績評定の実施については、「工事成績評定実施規程の一部改正について」

（文教施設企画部施設企画課契約情報室長通知２１施施企第５７号 平成２２年３月３

１日）を準用するものとする。この場合、文部科学省の工事成績評定収集・公開システ

ムを利用する。

なお、同通知中、「文部科学省発注工事請負等契約規則」を「会計規則等」、 また「支

出負担行為担当官」を「学長」と読替えるものとする。

（工事等成績評定評価委員会等の設置）

第４９条 琉球大学は、第４７条及び第６０条の通知第９の３による工事等成績評定評価

委員会（以下「評価委員会」という。）及び同通知第１０の３による工事等成績評定審

査委員会（以下「審査委員会」という。）を設置するものとするが、当面、文部科学省

大臣官房文教施設企画部に設置される評価委員会、審査委員会に審議を依頼できるもの

とする。

（施工体制台帳の作成等）

第５０条 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成１２年 法律第１

２７号）に基づき、発注者への提出の義務付け措置等が講じられている施工体制台帳の

整備要領については、「施工体制台帳の作成等についての改正について」（文教施設部

長通知１３国文科施第３号 平成１３年４月１３日）を準用するものとする。

（一括下請負等の禁止）

第５１条 工事における一括下請負等不正行為の排除については、「施工体制の適正化及

び一括下請負の禁止の徹底等について」（文教施設部長通知１３国文科施第２号平成１

３年４月１３日）を準用するものとする。

（暴力団排除規程の準用）

第５２条 工事においては、公共工事における指名審査等の厳格化の観点から、「建設業

からの暴力団排除の徹底について」（会計課長通知国会第９５号 昭和６１年１２月１

８日）、「文部科学省発注工事等からの暴力団排除の推進について」（文教施設企画部長

通知２０文科施第１４号 平成２０年４月１５日）、「文部科学省発注工事等からの暴

力団排除に係る手続について」（文教施設企画部施設企画課契約情報室長通知２０施施

企第１号 平成２０年４月１５日）を準用するものとする。

（建設産業における生産システムの合理化への配慮）

第５３条 建設産業における生産システムの合理化については、「建設産業における生産

システム合理化指針について」（文教施設部長通知国施第６号 平成３年３月１日）に

配慮するものとする。



第８章 設計業務プロポーザル実施

（プロポ－ザル方式の実施及び手続き）

第５４条 設計者選定のためにプロポ－ザル方式を実施する場合は、「標準型プロポーザ

ル方式の実施について」（文教施設部長通知文施指第１７３号 平成１１年３月３１日）、

「公募型及び簡易公募型プロポーザル方式の実施について」（文教施設部長通知文施指

第１７４号 平成１１年３月３１日）、「簡易公募型プロポーザル方式（拡大）の試行

について」（文教施設企画部長通知１９文科施第２２０号 平成１９年９月１９日）、「プ

ロポーザル方式の手続について」（文教施設部指導課監理室長通知１１施指第２０号平

成１１年３月３１日）、「簡易公募型プロポーザル方式（拡大）の手続きについて」（文

教施設企画部施設企画課契約情報室長通知１９施施企第１９号 平成１９年９月１９

日）、「設計業務における環境配慮型プロポーザル方式の実施等について」（文教施設企

画部長通知１９文科施第５０８号 平成２０年３月３１日）、「設計業務における環境

配慮型プロポーザル方式の手続きについて」（文教施設企画部施設企画課契約情報室長

通知１９施施企第３６号 平成２０年３月３１日）、「設計業務における環境配慮型プ

ロポーザル方式の環境保全性能の設定等について」（文教施設企画部参事官通知２２施

参事第４８号 平成２３年３月３１日）を準用するものとする。

なお、同通知中「支出負担行為担当官」及び「契約担当官等」をそれぞれ「学長」と

読替えるものとする。

（建設コンサルタント選定委員会の設置）

第５５条 建設工事に係る調査・設計等の業務をプロポーザル方式によって発注する場合

に、技術的に最適なものを特定するための調査・審議を実施するため、建設コンサルタ

ント選定委員会を設置する。

２ 建設コンサルタント選定委員会に関し必要な事項は、別に定める。

第９章 設計・監理等業務委託契約

（設計・監理に係る委託報酬額）

第５６条 琉球大学が発注する設計及び監理業務の委託報酬額の算出は、「国立文教施設

整備に係る設計及び監理業務委託報酬額の算出について」（文教施設企画部長通知２１

文科施第６０７１号 平成２１年５月１５日）及び「国立文教施設整備に係る設計及び

監理業務委託報酬の算出における『官庁施設の設計業務等積算要領』の運用について」

（文教施設企画部施設企画課契約情報室長通知２１施施企第６号 平成２１年６月１日）

を準用するものとする。

（設計に係る要項の準用）

第５７条 設計業務を委託する場合は、「設計業務委託契約要項について」（文教施設部

長通知１０文科施第１６６号 平成１０年４月２７日）及び「公共工事における設計業

務等の契約の際の重要事項説明等について」（文教施設企画部施設企画課契約情報室長



通知２１受施施企第１１号 平成２１年１２月２２日）を準用するものとする。

なお、同通知中「国庫」を「琉球大学」、「契約担当官等」を「学長」、「予算決算及

び会計令」を「会計規則等」と読替えるものとする。

（設計業務委託特記仕様書書式）

第５８条 設計業務における仕様書書式については、「設計業務委託特記仕様書の改定に

ついて」（文教施設企画部参事官通知２１施参事第６号 平成２１年５月１３日）を準

用するものとする。

（設計業務委託現場説明書書式）

第５９条 設計業務委託における現場説明書の書式については、「設計業務委託現場説明

書書式について」（監理室長通知１５施施企第４号 平成１５年４月１４日）を準用す

るものとする。

なお、同通知中、「歳入歳出外現金出納官吏」及び「政府保管有価証券取扱主任官」

をそれぞれ「出納責任者」、「契約担当官等」を「学長」、「官職氏名」を「役職氏名」

と読替えるものとする。

（設計業務成績評定要領）

第６０条 設計業務成績評定については、「設計業務成績評定要領の制定について」（文

教施設部長通知１９文科施第３６９号 平成２０年１月１７日）を準用するものとする。

なお、同通知中、「支出負担行為担当官」を「学長」と読替えるものとする。

（設計業務成績評定実施規程）

第６１条 設計業務成績評定の実施については、「設計業務成績評定実施規程について」

（文教施設企画部施設企画課契約情報室長通知１９施施企第２８号 平成２０年１月１

７日）を準用するものとする。

なお、同通知中、「支出負担行為担当官」を「学長」と読替えるものとする。

（測量調査等に係る要項の準用）

第６２条 測量調査等の業務を委託する場合は、「測量調査等請負契約要項について」（文

教施設部長通知１５文科施第１６４号 平成１５年７月２２日）を準用するものとする。

なお、同通知中「国庫」を「琉球大学」と読替えるものとする。

（共同設計方式の取扱い）

第６３条 設計業務を設計共同体に委託する場合は、「建設工事に係る設計業務の共同設

計方式の取扱いについて」（文教施設部長通知文施指第１７５号 平成１１年３月３１

日）を準用するものとする。

なお、同通知中、「契約担当官等」を「学長」と読替えるものとする。

（監理に係る要項等の準用）



第６４条 監理業務を委託する場合は、「工事監理業務委託契約要項について」（文教施

設企画部長通知１９文科施第５１３号 平成２０年３月３１日）、「工事監理業務の委

託契約方法について」（文教施設企画部施設企画課契約情報室長通知１８施施企第５２

号 平成１８年１０月５日）、「工事監理業務委託の基本方針について」（文教施設企画

部長通知１８文科施第２７８号 平成１８年９月１日）、「監督業務委託実施要領」（文

教施設企画部長決裁 平成１７年４月１日）を準用するものとする。

（工事監理業務委託現場説明書書式）

第６５条 工事監理業務委託における現場説明書の書式については、「工事監理業務委託

現場説明書書式について」（文教施設企画部施設企画課契約情報室長通知１９施施企第

３９号 平成２０年３月３１日）を準用するものとする。

なお、同通知中、「歳入歳出外現金出納官吏」及び「政府保管有価証券取扱主 任官」

をそれぞれ「出納責任者」、「契約担当官等」を「学長」、「官職氏名」を「役職 氏名」

と読替えるものとする。

（改廃）

第６６条 この要領の改廃については、担当理事が行う。

附 則

この要領は、平成１６年４月１日から施行する。

附 則

この要領は、平成１９年１０月１日から施行する。

附 則

この要領は、平成２０年４月１日から施行する。

附 則

この要領は、平成２０年１１月１日から施行する。

附 則

この要領は、平成２１年７月８日から施行する。

附 則

この要領は、平成２３年４月１日から施行する。

附 則

この要領は、平成２４年４月１日から施行する。

附 則

この要領は、平成２５年４月１日から施行する。

附 則

この要領は、平成２６年４月１日から施行する。

附 則

この要領は、平成２７年４月１日から施行する。

附 則

この要領は、平成２８年７月１２日から施行し、平成２８年４月６日から適用する。

附 則



この要領は、平成２８年１０月２５日から施行する。

附 則（平成３０年４月１８日）

この要領は、平成３０年４月１日から施行する


